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今

シ
ョ
ウ
ダ
生
カ
ナ
リ
産
自
孝
活
道
都
総
之
助
・

五
左
術
門
・
兵
附
。
点
字
二
年
討
入
間
ぷ
ゐ
辿
知一
ニ
パ

石
を
加
盟
ぎ
、
表
御
納
戸
奉
行
前
旧
世
間
一
徳
御
抱

q
を

終
、
同H
永
五
年
同
御
附
御
先
間
一一
肌
と
し
て
丙
石
を
加

へ
、
漸
〈
界
地
し
て
定
帯
一
肌
に
京
り
、
日午係
九
年
七

刊
行
、
イ
二
年
五
川
布
を
加
へ
て
人
持
制
に
泌
み
、

十
近
年
五
月
二
日
六
十
九
段
を
以
て
裂
し
た
。

シ
ョ
ウ
ダ
マ
ザ
モ
リ
庄
田
正
守

初
の
名
は
考

相川
、数
街
子
と
蹴
し
、
奥
村
祭
政
の
老
国
で
あ
っ
た
。

故
あ
っ
て
仕
を
総
た
れ
た
が
、
承
邸
三
年
前
提
を
数

さ
れ
て
祭
政
の
子
柴
山
川
に
仕
へ

、
訟
に
前
旧
綱
紀
に

ジ
ヨ
ウ
ソ
ウ
ジ
成
宗
寺

腿
問
地
上
(
部
前
名
〉

に
在
っ
て
、
国
叫
宗
市
川
一
阪
に
邸
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
ソ
ン
ジ
浮
尊
寺

腿
ぬ
鮫
門
に
在
っ
て
、

甲
山
宗
問
振
に
臨
す
る
。

シ
ョ
ウ
タ
イ
ジ
照
宮一旦
寺

石
川
郎川町
々
市
に
在

っ
て
、英
宗
孫
振
に
脳
す
る
。
諸
家
分
脈
系
側
に
は
、

越
前
照
明
叫
寺
玄
永
の
子
尭
助
を
そ
の
附
組
と
す
る
。

シ
ョ
ウ
ダ
イ
チ
ノ
ジ
ヨ
ウ
庄
田
市
丞

前
山
綱

紀
に
臼

へ
て
一一一
行
F

れ
を
側
し
、
点
平
二
年
間
目
。
子
孫

制
燦
い
で
滞
に
伯
へ
る
。

シ
ョ
ウ
ダ
セ
イ
コ
ウ
庄
田
晴
江

金
限
内
側
入
。

泊
僻
次
郎
米
武
お
術
門
。
裂
川
に
佐
し
、
I
A
M
M

び

m
H
M
凶
を
栄
と
し
、
六
安
制

・
問
中
前
胞
と
奴
し
、
後
V〈

花
之
木
を
群
し
た
。
附
江
紛
ら

能
築
を
能
く
し
た

が
、
間
作
家
近
必
へ

、
明
治
十
四
年
十
二
月
三
十

一

日
間
配
し
た
。

続
安
江
川
・
一
米
議
寺
上
地
町
と
あ
る
。
木
町
の
中
に

記
さ
れ
て
民
る
か
ら
、
杭
安
江
町
の
末
、
後
俗
に
日

制
小
山
田
と
い
う
た
所
で
あ
ら
う
。
三
館
屋
版
六
用
銀

に
は

『
京
本
開
守
道
必
来
診
寺
、
鍛
治
町
』
と
あ
る

の
は
、
州
制
安
江
町
山
宋
か
ら
そ
れ
へ
移
っ
た
の
で
あ

る。

シ
ヨ

医
取
し、
老
後
は
タ
府
と
抗
し
た
。
正
守
文
藻
あ
b
、

和
歌
を
能
く
し
、
日
つ
鈴
稲
を
有
部
永
良
に

mvん
だ

が
、
永
氏
は
文
蹄
に
拙
な
る
を
以
て
、
正
守
を
し
て

代
続
せ
し
め
た
こ
と
が
多
い
。
そ
の
作
る
と
こ
ろ
市

川
武
川
家
四
将
附
似

・
奥
村
祭
附
加
厳
戒
総
来
胞
の

如
き
、祭
然
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
貞
享
二
年
夜
、

年
七
十
二
。

シ
ョ
ウ
ダ
ユ
キ
カ
h
F

庄
田
行
方

御
成
敗
式
目

抄
に
、『
一
、
懸
z
印
刷
従
後
於
主
人
-
否
明
。
加
到
凶
炊

係
地
政
庄
凶
四
郎
次
郎
行
方
胤
(
口
容
本
太
郎
町
北
消
一

樹
a
論
続
人
新
五
郎
叩
ヲ
郡
。
仁
治
三
年
三
且
官
一泊日

一昨定一古
、
田
町
=
関
従
之
松
山
犯
於
中
山人

-JL
係
河
目
白
品
目
総
司

獄
、
非
z
沙
汰
限
。
奉
行
針
郎
左
衛
門
尉
。
』
と
あ
る
。

庄
則
行
方
は
石
川
郷
後
の
久
保
村
の
人
で
あ
り
、
岩

本
家
的
は
能
東
側
樹
木
村
の
制
で
あ
ら
う
。
強
入
新

五
郎
が
家
的
の
家
従
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
東
鍛
に
も

明
白
で
あ
る
。

シ

ョ

ウ

ジ

小
路
珠
洲
柑
正
院
郷
に
臨
す
る
邸

古川
o

-止
院
と
制
按
約
す
る。

能
官
名
跡
志
に
、
『
小
峰

村
つ

主
さ
也
。
刑
制
強
の
宮
と
て
、
用
羽
州
刑
制
控
山
を
移

し
た
る
也
。
』
と
あ
る
。

シ
ョ
ウ
チ
イ
ン
正
智

院

加

到

滞
京
第
五
代
前

問
綱
紀
の
子
、
大
山
町
寺
柿
木
第
四
代
前
回
利
章
の
法

慨
。
許
し
く
は
一
止
怨
院
廓
泌
相
暗
然
大
居
士
。

ジ
ヨ
ウ
チ
イ
ン
浮
智
院

大山一
一寺
務
中
町
出
泊
代

前
川
利
道
の
女
で
、
喜
辿
川
左
兵
街
督
血
中
氏
夫
人
と

な
っ
た
附
搬
の
法
獄
。
詳
し
〈
は
停
留
院
長
締
似
光

大
劇
尼
。

ジ
ヨ
ウ
チ
ボ
ウ
定
地
坊

能
楽
郷
能
美
に
定
地

坊
の
泣
跡
が
あ
る
。
本
開
寺
一
献
誹
仙
寺
系
凶
に
、
組
川

市
徳
寺
の
閉
山
川
出
慈
の
如
組
腕
寺
巧
注
は
、
市
出
如
の

古
口
一
附
に
庇
た
時
、
命
に
よ
っ
て
加
州
能
美
に
返
隠

し
、
定
地
坊
と
刷
抗
し
た
と
あ
る
。

ジ
ヨ
ウ
ツ
ウ
ジ
常
渇
寺

山臨時
榔
小
島
に
在
っ

て
、
持
土
宗一
に
臨
す
る
。
文
明
二
年
反
感
の
創
立
と

し

J

。
シ
ョ
ウ
ヅ
ガ

Z
ゾ

生

水

ヶ
満

江
泊
抑
制
よ
肌
の

せ
め
の
谷
で
あ
る
。
江
沼
志
稿
に、

こ
の
村
の
刷
出
生

水
よ
帥
に
梅
僚
草
を
虫
ず
る
が
、
同
作
高
〈
し
て
京
り

難
い
間
別
で
あ
る
と
記
す
る
。

ジ
ヨ
ウ
ヅ
メ
定
詩

J
ツ
メ
-
一

y

前
人
。

ジ
ヨ
ウ
テ
イ
ジ
浮
貞
寺

河
北
榔
一
一
耐
久
に
在
っ

て
、
園
出
目
前
川
涯
に
鴎
す
る
o
も
と
道
制
端
で
あ
っ
た

が
、
明
治
十
二
年
七
且
寺
町
抗
の
公
穏
を
許
さ
れ
た
。

シ
ョ
ウ
テ
キ
ヒ
ツ
キ
正
的
筆
記

一
加
。
盲
人

板
海
正
的
若
。
前
回
利
協
・
光
白
雨
に
闘
す
る
談
話
を

片
仮
名
交

h
に
記
し
た
も
の
で
、
笹
尾
に
『
布
一
十

抑
制
在
=
近
七
問
答
之
笹
尾
。
己
1
1
之
冬
表
与
な
之
。
ぉ
=

ジ
ヨ
ウ
チ
ユ
ウ
サ

-9メ
ガ
キ
城
中
定
書
一

加。

金
棒
城
の
諾
門
通
用
に
闘
す
る
秘
法
令
を
集
め
た
も

の
で
、
寛
文
三
年
二
月
附
外
政
騒
が
縦
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
承
胞
の
頃
か
ら
河
北
・
石
川
爾
門
内
の
沼
行
が

禁
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
大
に
山
間
震
に
な
っ
た
こ
と
が
見

え
る
。シ

ョ
ウ
チ
ョ
ウ

昌

澄

白

山

富
の
長
室
。
大
武

刊
仲
間
と
脱
す
る
。
白
山
富
確
俄
秘
中
記
録
に
、
昌
澄

が
正
和
五
年
正
且
品
川四
日
逝
去
し
た
と
見
え
る
。

シ
ョ
ウ
チ
ン
樟
椿

』
〆
イ
ネ

y
y
ヨ
ウ
チ

y

大
年
静
格
。

ジ
ヨ
ウ
チ
ン
ジ
常
捧
寺

臥
準
加
宇
間
体
に
在

っ
て
、
山
田
洞
宗
に
回
す
る
。
山
凱
は
大
樹
山
。
天
文

十
四
年
天
呑
城
主
三
宅
小
三
郎
宗
隆
の
父
大
刷
協
彬

佐
川
淀
の
勾
に
、
徳
山
宥
抑
甘
柿
和
仰
の
創
設
に
係
る
と
い

‘中。
シ
ョ
ウ
ヅ
生
水

江
沼
郡
山
世
山
方
に
臨
す
る
部

前。

シ
ョ
ウ
ト
タ
ジ

聖

徳

寺

能

央
初
日
米
に
在
っ

て
、
民
宗
東
一
政
に
邸
ず
る
。

山
蹴
は
上
宮
山
。

シ
ョ
ウ
ト
ク
ジ

聖
徳
寺

路
島
縦
大
野
木
に
在

っ
て
、
国
凪
宗
東
一蹴
に
臨
す
る
。

シ
ョ
ウ
ト
ヲ
ジ

聖
徳
寺
似
京
市
山
町
出
に
在
っ

て
、
長
官
官
東
派
に
邸
す
る
。
も
と
河
内
同
石
川
郡
山

m村
に
在
っ
た
が
、
明
治
ニ
イ
九
年
九
月
今
の
地
に

移
っ
た
。

ジ
ヨ
ウ
ト
ヲ
ジ
常
徳
寺

金
抑
蛤
坂
町
に
在
っ

て
、
国
叫
宗
束
振
に
図
し
、
刊
に
鵜
川
“
川
町
総
寺
と
抑
制
す

る
。
初
め
木
願
寺
糾
如
の
子
似
凶
的
製
部
徳
寺
を
能

美
郡
山
上
郷
西
山
に
建
て
、
二
代
診
祐
附
出
回
一
世
〈
川
崎
闘

の
子
如
法
玄
州
出
の
子
U

を
総
て
、
三
代
制
-
桁
の
間
同

制
粉
川
に
料
じ
、
八
代
制
恕
の
時
小
松
に
杉
b
、
丸

代
数
閣
の
時
金
部
河
原
町
に
加
で
、
民
治
元
年
今
の

地
に
従
っ
た
o
m
附
徳
寺
が
日
徳
寺
に
殴
め
た
の
は
、

シ
ョ
ウ
デ
ン
ジ
正
悟
寺

石
川
部
相
川
新
に
在

っ
て
、
国
叫
宗
東
一
概
に
崩
す
る
。
も
と
金

m
M木
町
に

日
た
が
、
明
治
十

一
年
今
の
地
に
移
っ
た
。

シ
ョ
ウ
ト
ウ
イ
ン

松
森
院
七
日
市
滞
京
第
十

一
代
前

m利
怖
の
法
制
批
。
詳
し
く
は
松
山
副
院
眠
般
犯

翁
大
将
士
。

ジ
ヨ
ウ
ト
ヲ
常
徳

河
出
掛
川
乱
ケ
庄
に
m
幽
す
る

部
古
川
。シ

ョ
ウ
ト
ク
イ
ン
正
徳

院

大

山
寺
山
附中
山第
十

四
代
前
凶
利
回目
の
夫
人
民
山
前
川
氏
の
法
悦
。
訴
し

く
は
正
徳
院
点
線
妙
山昨
日
制
大
姉
。

士
林
談
叢
之

了
云
。
仲
飢
冬
型
益
民
堂
主
人
告
。
』

と
あ
り
、
義
民
wM
主
人
は
前
川
綱
紀
で
あ
る
。

シ
ョ
ウ
テ
ン
ジ
承
天
寺

珠
般
道
珍
の
結
倒
し

た
山
田
制
宗
の
寺
院
。
徹
山
首
一
郎
の
併
に
押
野
の
承
天

に
塔
し
た
と
あ
る
か
ら
、
石
川
淵
抑
野
に
在
っ
た
の

で
あ
る
。 四

O 


